
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川 西 市 教 育 委 員 会 

 

 
 

 

令和６年　第４回 

 

川西市教育委員会（定例会）議事録 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ○　会議日程・付議事件  １  

 
 ○　出席者  ２  

 
 ○　説明のため出席を求めた者  ３  

 
 ○　議事録作成者  ３  

 
 ○　審議結果  ４  

 
 ○　会議の顛末（速記録）  ５ ～ ２４  



- 1 -

 

○　会議日程・付議事件 

 

　　会議日時　　令和６年２月８日（木）　午後２時 

 

　　場　　所　　川西市役所　４階　庁議室 

 

 
日程 

番号

議案 

番号
付 議 事 件

備

考

 
１ 　議事録署名委員の選任

 
２ 　前回議事録の承認

 
３ 　教育委員の活動について

 
４ 議案第２号 　令和６年度川西市一般会計当初予算について

 
５ 議案第３号 　令和５年度川西市一般会計補正予算について

 
６ 議案第４号

　川西市付属機関に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

 
７ 議案第５号

　川西市学校運営協議会設置規則の一部を改正する規

則の制定について

 
８ 　諸報告 



- 2 -

○　出席者 

 
教　育　長 石　田　　　剛

 
委　　　員 

（教育長職務代理者）
坂　本　かおり

 
委　　　員 治　部　陽　介

 
委　　　員 佐々木　歌　織
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○　説明のため出席を求めた者 

 

 

○　議事録作成者 

 

 教 育 推 進 部 長 

こ ど も 未 来 部 長 

教 育 推 進 部 副 部 長 

教 育 推 進 部 副 部 長 

（教育保育職員・入園所相談担当） 

兼教育保育職員課長（県費教職員担当） 

教育推進部副部長（教育保育担当） 

こ ど も 未 来 部 副 部 長 

教 育 総 務 課 長 

教 育 政 策 課 長 

給 食 課 長 

教育保育課長（教育保育事務調整担当） 

入 園 所 相 談 課 長 
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中西　　哲 

山元　　昇 

岩脇　茂樹 

上西　浩之 

 

 

下内　卓夫 

岡本　敬子 

樋口　大造 

的場　秀樹 

高木　普子 

井口　俊也 

橋川　貴夫 

川本　圭亮 

 

柳本　一志 

林　　正紀

  

教 育 総 務 課 主 査 

 

 

 

金森　隆介 
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○　議案等審議結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
議案 

 

番号

 

議 案 名 

提　出 

 

年月日

議　決 

 

年月日

議　決 

 

結　果

 
議案 

２
令和６年度川西市一般会計当初予算について 6.2.8 6.2.8 可　決

 
議案 

３
令和５年度川西市一般会計補正予算について 6.2.8 6.2.8 可　決

 
議案 

４

川西市付属機関に関する条例の一部を改正する条

例の制定について
6.2.8 6.2.8 可　決

 
議案 

５

学校運営協議会設置規則の一部を改正する規則の

制定について
6.2.8 6.2.8 可　決
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［開会　午後２時］ 

 石田教育長 　ただ今より、令和６年第４回川西市教育委員会（定例会）を開会いたし

ます。 

　まず初めに、本日の出席者をご報告いたします。本日は倉見委員が欠席

でございます。 

　なお、事務局職員の出欠につきましては、事務局から報告をお願いいた

します。

 

 教育総務課長

（樋口）

　本日の事務局職員の出欠についてご報告申し上げます。本日は、教育推

進部福本理事、教育保育職員課増田課長、教育保育課西山課長、教育保育

課（研修・特別支援教育担当）岡坂課長、施設マネジメント課（施設担当）

中野課長が欠席でございます。 

　どうぞよろしくお願いいたします。

 

 石田教育長 　次に、本日の「議事日程」につきましては、配布しております議事日程

表のとおりであります。 

　これより日程に入ります。日程第１「議事録署名委員の選任」を行いま

す。教育長において、坂本委員、治部委員を指名いたします。よろしくお

願いいたします。 

　では、次に、日程第２「前回議事録の承認」についてでございますが、

事務局において調整し、第１回定例会、第２回臨時会の議事録の写しをお

手元に配布しております。 

　事務局から説明をお願いいたします。

 

 教育総務課長

（樋口）

　それでは、第１回定例会につきまして、ご説明申し上げます。まず、第

１回定例会の議事録につきましては、１ページに会議日程付議事件、２ペ

ージに出席者を、３ページに説明のため出席を求めた者、４ページに議案

等審議結果を、議事録につきましては５ページからでございまして、会議

次第に基づきご審議いただきました経過等につきまして、調整させていた

だいております。 

　また、第２回臨時会につきましても、同様に調整させていただいており

ます。 

　最後に、署名委員の署名ということで、第１回定例会を坂本委員、治部

委員。第２回臨時会を治部委員、坂本委員よりご署名を頂戴しております。 

　以上でございます。
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 石田教育長 　説明は終わりました。ただ今の説明について、質疑はございませんか。

よろしいですか。 

　それでは、お諮りいたします。第１回定例会、第２回臨時会の議事録に

つきまして、これを承認することにご異議はございませんか。

 

 （「異議なし」の声）

 

 石田教育長 　ご異議なしと認めます。よって、議事録につきましては承認されました。 

　では次に、日程第３「教育委員の活動について」であります。 

　事務局からご報告をお願いいたします。

 

 教育推進部長

（中西）

　それでは、１月分の教育委員の皆さまの活動についてご報告いたします。 

　まず、坂本委員、治部委員、倉見委員におかれましては、阪神７市１町

教育委員会連合会研修会に参加いただきました。 

　次に、坂本委員、治部委員におかれましては、二十歳のつどいにご出席

いただきました。 

　次に、坂本委員におかれましては、川西養護学校で行われた指定研究会

に参加いただくとともに、多田中学校で行われた人権学習会にも出席いた

だきました。 

　次に、治部委員におかれましては、校内サポートルーム支援員研修に参

加いただくとともに、けやき坂小学校内のサポートルームを訪問いただき

ました。 

　次に、佐々木委員におかれましては、明峰中学校で行われた子供の人権

学習に参加いただきました。 

　主なものではございますが、ご報告させていただきます。

 

 石田教育長 　はい。ただ今の報告を含めて、それぞれの活動についてのトピックがあ

ればお話しいただけますでしょうか。 

　まず、坂本委員、どうですか。

 

 坂本委員 　坂本です。一つは、阪神７市１町の教育委員会連合会研修会のほうで、

工藤先生、前、宝塚のほうで、オンラインで聞かせてもらった続きの、実

践の部分での話やったんですけど、また心理学的なアプローチ、治部委員

がよくおっしゃられるような形の、見えてる部分のその裏側にアプローチ

するような関わりをたくさんお話されていて、私的にはすごく共感をした

んですけど、それを現場でしていくところの難しさっていうのも同時に感
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 じた次第です。 

　あと、もう一つは、川西養護学校の指定研究会のほうにのぞかせていた

だきまして、それぞれのお子さんに合わせた、ほんとにきめ細やかな関わ

り方っていうのがすごく見せていただいて感動したのと、お食事の時間も

今回初めて見させていただいたんですけども、一人一人の先生が、その子

の食事のできる能力に合わせた関わり方、もうほんとに私、看護師で、食

事っていうのはすごく人それぞれ取り方が違ってくるってのは身に染みて

感じてるんですけど、ほんとに丁寧に関わられてて、私、すごく感動しま

した。 

　以上です。

 

 石田教育長 　はい。ありがとうございました。まず、川西養護学校の市指定研究につ

いては私も参加させていただきまして、非常に良かったかなというふうに

思っています。なかなか養護学校、いわゆる特別支援学校が研修の対象に

なって職員が集まる機会が少ないですので、かなりたくさんの教職員が授

業参観っていいますか、公開授業に参加されてましたし、事務局のほう、

かなり頑張ってくれて、オンラインで流してくれたりしたので、子供たち

の活動っていうのは非常に分かりやすかったかなというふうに思っていま

す。また、教育委員会トピックスにホームページで上げてますので、見て

いただいたら良かったかなと思います。２年連続の発表の１年目になりま

すので、来年またさらにバージョンアップしたものになるかなと思います。

講演に来ていただいた先生も、川西養護学校に限ったことではない、だけ

じゃない、小中学校の先生方にも通じるようなお話をしていただいて、非

常に良かったかなというふうに思っています。 

　それともう一点が、阪神７市１町のあれなんですけど、実は、この間お

話しました、この間のは、坂本委員参加していただいたのは、教育委員と

か校長、管理職が対象だったので、特別研修いう形で、教職員対象に同じ

話をしていただいています。実際の現場でどういうふうに役立てるかいう

ことで、７０～８０名の学校園所の現場の人が聞いて、質問も出たりして、

割と良かったかなと。私も生徒指導長かったので、生徒指導の具体的なノ

ウハウみたいなものが分かりやすく説明されていたのかなというふうに思

っています。警察の役割、裁判所の役割を教師がするんじゃなくて、解決

の当事者として、やっぱり子供を支援していくっていう、そういう視点が

大事かなというお話をされたかなというふうに思います。ありがとうござ

いました。 

　治部委員、何かありますか。
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 治部委員 　先月は、校内サポートルームの支援員さん対象の会議に参加させてもら

って、改めて川西市が今、校内サポートルームで何を目指しているのかっ

ていうのを、支援員さんと、学校から１～２名キーパーソンとなる先生方

に共有させてもらいました。校内サポートルームの設置の意義や目的とい

うのは、学びの場における選択肢を増やすことと、子どもに関わる人を増

やすこと、これが大きな目的であるということを共有させてもらいました。

場所の選択肢、人の選択肢、学びの在り方の選択肢のような、選択肢を支

援するというところは非常に重要なんですが、その上で、学校独自に子ど

もたちとどうやって関わっていくかっていう、もう一歩踏み込んだ考え方

も、私からもプレゼンさせてもらいました。端的に言うと、子どもたちの

保護的な要因を一つでも増やすことができれば、子どもたちはエンパワメ

ントされるんじゃないかっていうのが私の主張です。今後、学校の方針や

困り事などに合わせて少しずつアレンジしていきながら、いいものを作っ

ていけたらなって思ってます。 

　以上です。

 

 石田教育長 　はい。ありがとうございました。サポートルーム支援の研修自体には私、

参加してないんですけど、治部教育委員が作っていただいたレジュメは目

を通して読ませていただいて、非常に具体的で分かりやすかったかなと、

視点を明確にして。担当指導主事の報告によると、教員も一緒に参加した

いうことがすごく良かって、支援員だけでやるんじゃなくて、教員も自分

たちが当事者意識を持ってこのサポートルームを充実させなあかんという

気にすごくなって、良かったというふうには報告は受けています。支援員

だけが孤立してしまうんではなくて、教職員、集団が一緒に協力していく

という体制が取れる研修にもなったんじゃないかなというふうに思います。

ありがとうございました。 

　佐々木委員、どうですか。

 

 佐々木委員 　私は、明峰中学校「こどもの人権学習会」の第２回目に参加しましたと

いうか、お話してきました。この会は恐らく唯一ぐらいで、クラスごとと

いうことで、多分３回かな、しゃべりましたけども、テーマ自体が条約か

ら日本のこども基本法で、教育委員会が伝えたい意見表明のところと、す

ごく重いといいますか、範囲が広過ぎて、どこに焦点を当てて話すかって

いうのはすごく悩んだんですけど、意見表明のところと、あと、決め方で

すね。多数決以外のこととかもちょっと考えを持ってもらいたくて、そう
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 いった範囲のことを話して。皆さんとのグループワークもしっかりやって

もらってというふうにやってきました。次回行くところは、両方とも体育

館でやる、学年ごとなので、こうやってクラスごとにお話できて、グルー

プワークを間近で聞くし、私も間に入りながらやったっていうのはとても

意義があったと思います。 

　以上です。

 

 石田教育長 　ありがとうございました。私のほうは別のほうの、一応オンブズパーソ

ンが授業されるものは全て、どの方のも見ておこうということで参加させ

ていただきました。ちょっとこれは、自分自身の反省だなというふうには

思ったのは、学習会の内容自体は良かったんですけど、この寒い中で、体

育館で授業したんです。すごく寒かって、ストーブたいたんだけど。これ

自体が、僕はちょっと間違ってるなと。事業者のオンブズも言われてたん

ですけど、ちょっとこの寒い中でごめんねっていうふうに言ってたんです

けど、この寒い中で、体育館で本当にする必要があったのか。教室でオン

ラインで流しても良かったんじゃないかっていうところは、担当も非常に

悩んだみたいなんですけど、急きょオンラインっていうのもなかなか難し

いこともあったんですけど、ここら辺が課題やねっていうのはうちの事務

局にもお話したし、学校にもお話しました。学校もやっぱ受け入れられて、

ちょっとちらって聞いたんは、教育委員会から言われたからって、ぽーん

と言われたんだけど、そうじゃなくて、子供の目線に立った時に、これは

やっぱり体に良くないんちゃうかとかいうのをすごく思ったし、逆に言う

と、子供たちからそういう声を出さないようにしている、そういう仕組み

も大きな問題かなというふうに思っています。次年度の反省ということで、

この授業だけが体育館で行われてるわけではないんですけども、ちょっと

反省かなというふうには思いました。 

　ただ、佐々木委員の授業見させていただいてんけど、やっぱり同じテー

マでも、切り取り方とかが違うのですごく面白かったなと私は思っていた

のと、子供たちが割と真剣に考えてくれていて良かったかなと思います。

来年度は必ず教育過程の中に位置付けてくれというお話はさせていただい

てますので、そういう形で良かったかないうふうに思います。 

　最後に、私のほうで幾つかあるんですけど、一番直近で言うと、明峰中

の話がちょっと出たんで、すごく面白いトピックが明峰中、今、いい取り

組みされてるないうのんが、夏の市長と教育委員会との話し合いの時に、

明峰中で、もっと自分たちで勉強したいと。先生にはなかなか忙しそうで

聞けないというた中で、市長が、それやったら自分たちで教え合いしたら
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 いう話をして盛り上がったん覚えてるんですけど、実は、それを校長が、

あないふうに話あったけど、どうしていくんっていうふうに生徒会で投げ

かけたら、生徒会で自分らでやりたいということで、この１２月から自分

たちで学習会、生徒会主催の学習会して、昨日それ見にいってきたんです。

ほんなら、１８人～２０人弱の子供たちが一生懸命勉強してて、前に生徒

会の子がいてて、机間巡視してはりました。分からなかったら手を挙げて

くださいとか、ルールも自分たちでちゃんと決めてやってました。だから、

全部が全部、教師が介在する必要はないんかなと思って。 

　もう一つ面白かったんが、学校現場おった人は知ってると思うんですけ

ど、私立の入学のために面接練習するんですよ、教員が。特に、校長先生

がされることが多いんですけど。１２月ぐらいに終わるんですけど、その

後、自分たちで面接練習、だから、面接官を自分たちがやって、ほんで、

子供たちが面接受けて。で、面接カードみたいなんを作ってもらって、い

ろんなパターンの質問が出るようにして。 

　それもまた、ちょっとトピックのホームページ載せようと思いますけど、

自分たちでルールをちゃんと決めて、すごく面白かった。だから、子供た

ちの活動、生徒会の活動が非常に充実してると、やっぱり自分たちで活動

するっていうのは強くなるかなということです。 

　それと、前にいろんなとこ見に、〓オオバ〓小学校とか見にいきました

けど、明峰中学校の社会科で、単元内の自由進度学習というのをやってい

ます。子供たちがテーマに沿って自分たちでやる。途中で教員がチェック

するみたいな感じで、非常にいい動きで、見にいった指導主事の報告によ

ると、どうでしたか言うて、もちろんやりよる子は一生懸命やるんだけど、

苦手な子も一生懸命やってたと。で、自分なりに発表したりしてて、非常

にこれも一つの切り口かないうことで、明峰なんかそういうことで、非常

に取り組んでるかなと思います。さっきも言いました、教育委員会トピッ

クスの中で出すなり、校長会でちょっと発信しながらそういう動きを広げ

ていけたらなというふうに思いました。よろしいでしょうか。また見にい

く機会があれば見にいっていただいたら、非常に私はユニークな取り組み

だなというふうに思いました。それでは、教育委員の活動については以上

といたします。 

　日程第４、議案第２号「令和６年度川西市一般会計当初予算について」

であります。 

　事務局から説明をお願いします。

 

 教育総務課長 　それでは、議案第２号「令和６年度川西市一般会計当初予算」につきま
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 （樋口） して、ご説明申し上げます。 

　議案書の３ページをご覧ください。本案は、令和６年度川西市一般会計

当初予算について市長に申し出するにつき、川西市教育委員会事務処理規

則第１０条第１号の規定により、議決をいただこうとするものでございま

す。 

　議案書の４ページをご覧ください。令和６年度川西市の一般会計予算案

は、総額で６３３億４，９００万円。前年度比６４億９，８００万円。約

１１．４％の増となっております。一般会計予算のうち、教育委員会関係

予算は１７２億４，８８７万７，０００円。一般会計に占める割合は約２

７．２％で、前年度に比べ、２３億８，９７７万５，０００円。率にしま

して、約１６．１％の増でございます。 

　款別では、第３款民生費で、前年度に比べ、１９億１，７９６万５，０

００円の増。第１０款教育費で、前年度に比べ、４億７，１８１万円の増

となっておりまして、民生費につきましては第３項児童福祉費として、教

育費につきましては第１項教育振興費から第７項生涯学習費までに分類

し、予算を計上しております。 

　次に、主な増減要因についてご説明いたします。第３款民生費、第３項

児童福祉費では、前年度比１９億１，７９６万５，０００円の増で、主に

就学前教育保育施設における人件費等の増加に伴うものでございます。 

　第１０款教育費では、第１項教育振興費で、前年度比約１億９，６６８

万８，０００円の増で、主にシステム標準化に伴うネットワーク機器の更

新費や、中学校における校内サポートルームの運営に係る費用の増加によ

るものでございます。 

　第５項特別支援学校費では、前年度比２，７４１万８，０００円の増で、

主に川西養護学校児童生徒の登下校に使用するスクールバス等に関する契

約の見直しに伴い、業務委託料を増加することによるものでございます。 

　最後に、第６項施設費では、前年度比２億５６７万５，０００円の増で、

これは主に、市立小中学校体育館への空調設備の整備や、小学校へのエレ

ベーター設置に伴う費用によるものでございます。 

　次に、議案書の５ページをご覧ください。上段には、民生費の児童福祉

費を目別に、教育費では項別に、予算の割合を円グラフでお示しし、下段

には、同じく民生費、教育費別に前年度の予算額と比較した棒グラフでお

示ししております。 

　次に、議案書の６ページをご覧ください。６ページから８ページにかけ

まして、市で作成されます予算の概要の中で、分野別主要事業として掲載

予定のものの中から、教育委員会所管の部分を抜粋したものを掲載させて
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 いただいておりまして、この資料につきましてご説明いたします。 

　それでは改めまして、６ページでございます。中学校運営事業および就

学支援事業で、清和台中学校区けやき坂地区および東谷中学校区北陵地区

で、自転車通学を試験的に実施するための費用として９８万円を、教育推

進事業で、児童生徒の減少が進む中でも子供たちの学びを保障し、質の高

い教育を実現するために、今後の学校規模の検討を進めるための費用とし

て４８万円を、同じく教育推進事業で、子供たちの学習環境の充実に向け

て、清和台地区の２つの小学校と川西養護学校をモデル校として、民間の

プール施設を活用し、専門的な指導によるプール授業を実施するための費

用として３９８万円を、小中学校体育館空調設備整備事業で、教育施設の

環境向上や避難所機能の強化を図るため、市立小中学校の体育館への空調

設備設置の設計を実施するための費用として３，０８０万円を、校内学び

の場づくり事業で、多様な子供たちの学びの場を確保するため、中学校に

おける校内サポートルームの支援員の配置時間を拡充するための費用とし

て１，２７６万円を、学校教育支援事業で、学習の不安のある中学生に対

して、民間事業者による放課後の教室での学習支援を実施するための費用

として１，４８５万円を、７ページに移りまして、留守家庭児童育成クラ

ブ事業では、留守家庭児童育成クラブの待機児童を解消するため、民間留

守家庭児童育成クラブの誘致などを検討し、取り組みを進めるための費用

として３，７８７万円を計上しております。 

　このほか、８ページでも分野別主要事業を掲載しておりますので、ご参

照いただきますようお願いいたします。 

　説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、お願いいたし

ます。

 

 石田教育長 　はい。説明は終わりました。さまざまな事業が提案されてるんですけど、

何かご質問等あったらお願いします。どうですか。 

　坂本委員。

 

 坂本委員 　すいません、聞いてみたいぐらいのことなんですけど、中学校での自転

車通学の施行実施なんですけど、これは、希望する子供さんが自転車に乗

って、高校とかだったらテスト受けて、通ってもいいですよみたいな証明

書みたいなもらったりとか、保険ちゃんと入ってますよみたいなのを添付

したりすることが多いんですけど、中学校も同じような形でされるのかな

って思って聞きたいです。お願いします。
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 石田教育長 　まだそこまで詳しく、例えば免許制にするのかとか、認可制にするのか

ということについてはまだ詳細は詰めきれていないので、これから考えて

いくことになるんですけど、基本的に、一番懸念されるのは安全指導とい

うことなので、安全に対してどういう指導をしていくのかっていうことは、

学校とも調整しながら詰めていく形になるかなというふうに思います。ち

ょっと答えになってないかもしれませんけど。

 

 坂本委員 　自転車はほんと重大事故にもなるし、自分が被害者になるけど、加害者

にもなるので、そこら辺をすごく、しっかりと学校と詰めていってもらっ

たほうが安心して通えるなと思うので、どうぞよろしくお願いします。

 

 石田教育長 　利便性とともに、そこの安全性みたいなところは一定指導は必要かなと。

でも、裏を返すと、これを機に学校に関係ない時も自転車乗ったりしてま

すので、そこの安全指導をきちっとすることと、市内の道路の、自転車が

走りやすいような整備を順次進めていただくいうことは並行して行ってい

く必要はあるかなというふうには思っています。よろしいでしょうか。ほ

かは何か。 

　治部委員。

 

 治部委員 　学習に不安のある中学生に対する民間事業者による学習支援のことなん

ですけど、これ今、どのぐらいの頻度で実施がありましたっけ。

 

 教育保育担当

副部長（下内）

　以前は、令和２、３、４年度まで、公民館を利用した休日だけの学習支

援の事業をしてたんですが、その際は、市内在住の中学生が全て対象にな

ってたので、大体どの公民館も、年間１５回程度の事業を行ってました。

参加人数も、大体公民館で２０名ぐらいの参加人数がいたかなと思います。

今回の分は、その当時は国のコロナの交付金補助を頂いて、それを活用し

て事業のほうをしていました。今回は、特にそういう国からの補助はない

ので、市独自としてこういう予算立てをして、学校の教室を使った放課後

の学習支援を行うっていうような形で検討しているところです。今後は民

間の事業者のほうに委託をするので、プロポーザルをして業者選定をしな

がら進めていくような形で考えています。

 

 治部委員 　この事業を受ける、サービスを受ける対象者は、相対的貧困な家庭とか、

ご家庭の経済状況と関係がありましたっけ。それとも、経済状況は関係な

く、学習に不安のあるというのが選定される一つ要因でしたか。
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 石田教育長 　基本的には経済状況じゃなくて、やっぱり不安を感じている子供たちを

対象にということで、割と希望者については全て受け入れて実施してたん

じゃないかなと思います。ただ、今回予算のこともあって、どれだけのキ

ャパでやっていただけるのかっていうのは、この後民間事業者との打ち合

わせの中で明らかになっていくんじゃないかなというふうに思っています。

なかなか子供たちの財政状況で区分けするというのは、学校現場では正直

難しいところがあるので、基本的にはそういう区分けの仕方はしてないで

す。

 

 治部委員 　分かりました。ありがとうございます。

 

 石田教育長 　よろしいですか。何かあれば。いいですか。 

　それでは、お諮りいたします。議案第２号につきましては、これを可決

することにご異議ございませんか。

 

 （「異議なし」の声）

 

 石田教育長 　はい。ご異議なしと認めます。よって、議案第２号については可決され

ました。 

　次に、日程第５、議案第３号「令和５年度川西市一般会計補正予算につ

いて」であります。 

　事務局から説明をお願いします。

 

 教育総務課長

（樋口）

　それでは、議案第３号「令和５年度川西市一般会計補正予算」につきま

して、ご説明申し上げます。 

　議案書の９ページをご覧ください。本案は、令和５年度川西市一般会計

補正予算について市長に申し出するにつき、川西市教育委員会事務処理規

則第１０条第１号の規定により、議決を頂こうとするものでございます。

今回の補正は、国の補正予算に伴うものと、決算見込み額による歳入歳出

予算の補正が主な内容でございます。なお、精算に伴う補正の説明は割愛

させていただきますので、ご了承いただきますようお願いいたします。 

　それでは、議案書の１０ページをご覧ください。まず、歳入でございま

すが、一般会計補正予算の歳入区分のうち、教育委員会に関係する部分１

３項目を抜き出して掲載しております。 

　それでは、精算に伴う補正を除き、上から款・項順に網掛けしている部
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 分についてご説明させていただきます。ＮО.１の、留守家庭児童育成ク

ラブ育成料では、登録児童数の増加および年度途中の退所者数の減少によ

り、当初よりも収入見込みが増額となったことに伴い、使用料９９３万６，

０００円を減額するものでございます。 

　次に、ＮО.９および１２の、留守家庭児童育成クラブ運営事業費補助

金では、国の補正予算による、民間育成クラブも含めた留守家庭児童育成

クラブにおけるＩＣＴ環境整備を行うため、国および県からの補助金をそ

れぞれ３５１万６，０００円ずつ増額するものでございます。 

　次に、ＮО.１０の、保育施設等への一時支援金事業費補助金では、物

価高騰等の影響を受けている民間の保育所等および留守家庭児童育成クラ

ブへ交付する一時支援金への補助金として、県からの補助金１，０３２万

円を増額するものでございます。 

　続きまして、歳出でございます。１１ページをご覧ください。ＮО.１

からＮО.２７まで掲載しておりまして、増額の主な内容は後ほどご説明

いたしますが、決算見込みにより、おおむね１００万円以上の不用額が見

込まれるものについても補正を行っております。 

　歳出につきましても、精算に伴う補正を除き、上から款・項順に網かけ

している部分についてご説明させていただきます。 

　第３款民生費、第３項児童福祉費でございます。ＮО.１２では、県の

補助金を活用し、物価高騰等の影響を受けている認可外保育施設に対して

一時支援金を交付するため、１８９万円を増額するものでございます。 

　次に、ＮО.１４では、保育所委託費における公定価格の改定等により、

５，７０６万３，０００円を増額するものでございます。 

　次に、ＮО.１６では、県の補助金を活用し、物価高騰等の影響を受け

ている民間保育所、認定こども園、小規模保育事業所に対して一時支援金

を交付するため、７６３万５，０００円を増額するものでございます。 

　次に、ＮО.１７では、施設型給付費における公定価格の改定等および

施設等利用給付費の利用児童の変動等により、１億１８７万８，０００円

を増額するものでございます。 

　次に、ＮО.１８および１９では、国の補正予算を活用し、市立留守家

庭児童育成クラブにおけるＩＣＴ環境を整備し、業務の効率化を図るため、

ＶＰＮを導入し、パソコン等機器の購入を行うことや、外国人の利用者と

のやりとりに係る通訳や翻訳のための機器を導入することに伴い、ＶＰＮ

利用料として通信運搬費１９０万円を、機器の購入費として、備品購入費

で５１５万円を増額するものでございます。 

　次に、ＮО.２１では、国の補正予算を活用し、民間留守家庭児童育成
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 クラブにおけるＩＣＴ環境整備への支援を行うため、補助金３５０万円を

増額するものでございます。 

　議案書１３ページにつきましては、繰越明許費補正を掲載しております。

こちらは、令和５年度中の執行が見込まれない補正予算に繰越明許費が設

定されております。なお、繰越明許費が設定、または追加されている項目

については、議案書１１ページに米印で表示しておりますので、ご参照く

ださい。 

　説明は以上でございます。ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。

 

 石田教育長 　はい。説明中、歳入のＮО.１でしたかね。留守家庭児童育成クラブ育

成料では、登録児童数の増加および年度途中の退所者数の減少により、当

初よりも収入見込みが増額なったことに伴い、使用料９９３万６，０００

円を増額するものですっていうことで、減額と発言しましたけども、増額

するということで訂正させていただきます。 

　何か質問、ご意見ございますか。 

　治部委員。

 

 治部委員 　２点質問させてください。１点目が、歳出の６から１１あたりの、もう

ちょっと前からあるかもしれませんね。保育士さんの配置数が当初より少

なかったため減額と、それに伴って地域手当とか、あとは期末手当が減額

になったという、当初より少なかったのが理由で手当等も減額になったと

いう、そういうニュアンスでよろしいですか。

 

 教育保育職員

・入園所相談

担当副部長 

（上西）

　基本的には、おっしゃられたとおりで結構かと思います。 

　以上です。

 

 石田教育長 　よろしいですか。もう一点。

 

 治部委員 　すいません、もう一点。ＶＰＮのご説明ありましたけれども、ＶＰＮを

使うことでセキュリティーがアップするっていうことはあります？　それ

とも、単純にＶＰＮを使うと、学校間での連携とか、市と学校との情報共

有が円滑になるみたいな、そういうニュアンスで考えてる感じでしょうか。

分かる範囲で結構です。
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 留守家庭児童

育成クラブ担

当課長（川本）

　治部委員おっしゃるとおり、セキュリティー面ももちろん上がります。

拠点間、入園所相談課とクラブ間との情報共有とかもスピーディーに、効

率的にやっていきたいという部分で導入していきたいと考えております。 

　以上です。

 

 治部委員 　ありがとうございます。ＶＰＮとか、そういうＩＣＴ機器をセキュリテ

ィー高く連携していくことによって、今後ＩＣＴのＩＴデータを扱ってい

く時には、やっぱり、より学校現場も、教育保育施設現場も円滑になって

くのかな、なんて思って期待してるところです。お願いします。

 

 石田教育長 　はい。ありがとうございます。特に、担当とも言ってたんですけど、や

っぱり留守家庭児童育成クラブに今、こういうことがきちっと整備されて

るということが、今までどっちかというと後に回されていたところもあっ

たので、環境整備に担当課が頑張ってくれて、こういう形で入るのはいい

ことだなということで考えています。 

　ほか、何か質問ありますか。よろしいですか。 

　それでは、お諮りいたします。議案第３号につきまして、これを可決す

ることにご異議ありませんか。

 

 （「異議なし」の声）

 

 石田教育長 　はい。ご異議なしと認めます。よって、議案第３号につきましては可決

されました。 

　次に、日程第６、議案第４号「川西市付属機関に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」であります。 

　事務局から説明をお願いします。

 

 教育政策課長 

（的場）

　それでは、議案第４号「川西市付属機関に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」ご説明いたします。 

　議案書の１４ページをご覧ください。本案は、川西市付属機関に関する

条例の一部を改正する条例を制定することについて市長に申し出するにつ

き、川西市教育委員会事務処理規則第１０条第１号の規定により、議決を

頂くものでございます。 

　内容といたしましては、人口減少や少子化の進展、また、学校施設の老

朽化等の環境化においても、子供たちの学びを保障し、質の高い教育を実
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 現するに当たり、本市にとって望ましい学級規模や学校規模等を検討する

付属機関を設置しようとするものであります。その付属機関の名称を、川

西市立学校の在り方審議会とし、当該機関を川西市付属機関に関する条例

の別表に追加するため、本案を提出しようとするものであります。 

　説明は以上です。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

 

 石田教育長 　はい。説明は終わりました。この件については、協議会で既にお話はさ

せていただいていると思います。今、担当課長からの説明もありましたし、

住宅地で急激に児童の数が減っている現状で、そこも含めて今後の学校の

在り方を検討していただく審議会にしたいということです。よろしいでし

ょうか。 

　それではお諮りいたします。議案第４号につきまして、これを可決する

ことにご異議ございませんか。

 

 （「異議なし」の声）

 

 石田教育長 　はい。ご異議なしと認めます。よって、議案第４号につきましては可決

されました。 

　次に、日程第７、議案第５号「学校運営協議会設置規則の一部を改正す

る規則の制定について」であります。 

　事務局から説明をお願いします。

 

 教育保育担当

副部長（下内）

　それでは、議案第５号「川西市学校運営協議会設置規則の一部を改正す

る規則の制定について」ご説明申し上げます。 

　恐れ入りますが、議案書の１７ページをお開き願います。本案は、川西

市学校運営協議会設置規則の一部を改正する規則を別紙のとおり制定する

について、川西市教育委員会事務処理規則第１０条１号の規定により、議

決を求めるものでございます。提案理由は、学校運営協議会の取り扱いを

変更するに当たり、規則の一部を改正する必要があるためでございます。

令和６年度より、学校運営協議会の実施校園を、川西市立小学校、中学校、

特別支援学校、幼稚園およびこども園、全３０校園へと拡充するに当たり、

改正を行うものです。 

　改正案の内容につきましては１８ページからでございますが、新旧対照

表でご説明いたします。議案書の１９ページをお開きください。第３条に

おいて、これまでの２２校園であった規定を１園廃止、９校追加すること

に伴い、市立全小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園およびこども園の
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 全３０校園といたします。学校運営協議会を廃止する園は、東谷幼稚園。

新たに追加される学校園は、川西市立川西こども園、川西市立加茂こども

園、川西市立川西北こども園、川西市立久代小学校、川西市立加茂小学校、

川西市立桜が丘小学校、川西市立明峰小学校、川西市立川西中学校、川西

市立明峰中学校となります。規則の施行日は、令和６年４月１日からとし

ております。 

　説明は以上です。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

 

 石田教育長 　はい。説明は終わりました。これについても、教育委員協議会でお話を

させていただいていますが、結局、５年ぐらいかけて全学校園の学校運営

協議会が設置されるということで、市内全部の運営協議会、いわゆるコミ

ュニティスクールというものが設置されるということです。何かご質問、

ご意見ありますか。 

　坂本委員。

 

 坂本委員 　５年ぐらいかけて設置されていて、今度、５年ぐらいでちょうど、一番

最初に立ち上がったところのメンバー交代っていう時期がやってくると思

うんですけども、そこの新しい人たちが入ってくるのの、うまくいってる

かとかの話って聞けたりしますか。

 

 教育保育担当

副部長（下内）

　会のほうは、先行して実施している運営協議会については、うまくいっ

てるところももちろんありますし、なかなかスムーズにいかないところも

あると。委員さんによって、結構委員さん１人が突っ走ってしまって会が

まとまらないっていうような話も聞いたりはしてるので、その委員さんの

選考については、それぞれの学校のほうでうまくやっていただくようには

お願いはしておるところです。

 

 石田教育長 　安定して学校運営協議会をやろうと思うと、やっぱりある程度の年数が

要るんですけど、ただ一方で、新しく更新することでいろいろそれの周知

する機会が増えることとか、新しい取り組みが出てきたりということで進

んでいます。言われるように、先行されてるところでは、委員の替わるこ

とで、今それに向けて動き出して引き継ぎ等をされているところもありま

す。よろしいですか。 

　それでは、お諮りいたします。議案第５号につきまして、これを可決す

ることにご異議ございませんか。
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 （「異議なし」の声）

 

 石田教育長 　はい。異議なしと認めます。よって、議案第５号につきましては可決さ

れました。 

　次に、日程第８、諸報告「川西市民間留守家庭児童育成クラブ運営支援

事業補助金交付事業者公募型プロポーザルの中止について」であります。 

　事務局から説明をお願いします。

 

 留守家庭児童

育成クラブ担

当課長（川本）

　それでは、「川西市民間留守家庭児童育成クラブ運営支援事業補助金交

付事業者公募型プロポーザルの中止について」ご報告いたします。 

　資料は、諸報告１の資料をご覧ください。留守家庭児童育成クラブの待

機児童解消に向け、久代小学校区内で１カ所、緑台小学校区、または陽明

小学校区で１カ所で、定員１クラブ、おおむね４０人以下の、令和６年４

月から新たに開設する民設、民営の留守家庭児童育成クラブの公募を行う

ことを、１０月の定例教育委員会でもご報告させていただきました。 

　令和５年１０月１９日から募集要項等を公開し、公募を開始いたしまし

た。令和５年１１月１０日に募集要項などに関する質問の受け付けを締め

切り、回答も行った上で、令和５年１２月２８日に応募書類の受け付けを

締め切りいたしました。２事業者から応募書類の提出はありましたが、い

ずれの事業者も、募集要項の施設設備等に規定する条件を満たすことがで

きず、参加辞退届が提出されたため、当該プロポーザルが中止となりまし

た。今後は、公募の早期開始やその誘致方法などを検討し、令和６年５月

１日時点の登録児童数などから、今後の利用者数の見込みを再度行った上

で、今回の久代小学校、緑台小、陽明小学校区も含めた必要な校区につい

て、計画的に民間クラブの誘致を行うなど、待機児童解消を目指してまい

ります。 

　報告は以上でございます。

 

 石田教育長 　はい。説明は終わりました。これについても、教育委員協議会でお話が

あったとおりで、プロポーザル中止したんですけど、今、待機の子供たち

の状況を見ながら、必要な手続きを取って進めていきたいなということで

す。よろしいでしょうか。 

　はい。次に、諸報告「川西市における就学前教育保育の拠点施設の在り

方の素案について」であります。 

　事務局から説明をお願いします。
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 こども政策課

長（柳本）

　「川西市における就学前教育保育の拠点施設の在り方について（素案）」

につきまして、各項目の主立った内容について説明いたします。 

　資料の１ページをお開きください。「１．策定の趣旨」についての後段

部分からになりますが、この在り方素案は、子ども・若者未来会議からの

提言を受け、本市における就学前教育保育の質の向上を進めるために、市

立認定こども園が拠点施設として担う機能や取り組み内容、体制などを示

すとともに、拠点施設として位置付けない認定こども園の在り方などにつ

いて示そうとするものです。この内容につきましては、令和７年度からを

計画期間とする、第２期子ども・若者未来計画に反映することとしており

ます。 

　次に、「２．拠点施設が担うべき機能」として、コーディネート機能、

シェアリング機能、セーフティネット機能の３つの機能を基本とするとし

ております。 

　まず、「（１）コーディネート機能」は、拠点施設が中心となり、園所

や小学校、関係団体などと連携、調整を推進する機能です。 

　次に、「（２）シェアリング機能」は、市や、市教育委員会が目指す教

育保育方針などの浸透を図り、市の施設全体が教育保育について共通認識

を持ち、ベクトルを合わせた取り組みができるよう導く機能としています。 

　「（３）セーフティネット機能」は、障害を持つ子供をはじめ、支援が

必要な子供について、希望する園所での受け入れや教育保育の質の向上を

図るために、先導的な役割を果たす機能としています。 

　２ページをご覧ください。「３．拠点施設として位置づける施設」につ

いてです。川西市子ども・若者未来計画において、市立就学前教育保育施

設の果たすべき役割について、「①教育的役割」「②福祉的役割」「③施

設間連携」の３つの役割を示しております。これら３つの役割は、先ほど

ご説明しました、拠点施設が担うべき３つの機能とほぼ同じ内容となって

おります。 

　３ページに移りまして、拠点施設が担うべき機能が、市立就学前教育保

育施設の果たすべき役割と同様の内容となっていること、また、支援が必

要な子供を市立の園所で多く受け入れており、これまで培ってきた経験や

ノウハウなどを有していることなどから、市立認定こども園を拠点施設と

して位置付けることとしております。 

　次に、「４．拠点施設を軸とした取組体制」についてです。まず、「（１）

取組体制」として、市域を南部、中部、北部の３つのエリアに分け、拠点

施設は各エリアの市立認定こども園が担い、市教育委員会に統括的、調整

的機能を置いて、全体の平準化を図る役割りを担うこととしています。 
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 　さらに、小中学校との接続や、支援が必要な子供の教育保育については、

各エリアに設置する拠点施設が中心となり、私立園所と顔が見える関係性

を築けるような体制を構築していくこととし、また、準備段階、初期段階、

展開段階と、段階を経て計画的に取り組みを進めることとしています。 

　次に、「（２）人材の配置及び育成」におきましては、３行目からにな

りますが、拠点施設が担うべき機能を果たしていくために、原則として、

各拠点施設に専任の乳幼児教育保育アドバイザーを配置することとしてい

ます。乳幼児教育保育アドバイザーには、豊富な教育保育の経験を有する、

市の保育教諭等を配置するなど、職員自身の希望ヤキャリアパスを視野に

入れ、人材の活用につなげていくこととしております。 

　最下段になりますが、市教育委員会が担う役割は多岐にわたり、重要な

ものであるため、原則として、教育保育の質向上を担当する指導主事等を

配置することとしております。 

　続いて、４ページをご覧ください。「（３）市教育委員会及び拠点施設

が取り組む具体的な内容と体制」についてですが、ア．市教育委員会にお

いては、拠点施設をはじめ、市全体の統括的・調整的な役割を担い、各部

署に配属されている専門職等と十分な連携を図っていくこととしておりま

す。また、実効性のある取り組みを進めるため、準備段階においては、市

教育委員会が主導的な役割を担いつつ、拠点施設や公私園所、その他の関

係機関との連携を図りながら進めていくこととしております。 

　イ．拠点施設においては、各拠点施設の乳幼児教育保育アドバイザーが

中心となり、巡回訪問や公開保育、合同研修、研究発表などの実施を通し

て、拠点施設が果たすべき３つの機能を担うこととしております。 

　５ページをご覧ください。各段階に応じた取り組み内容として、準備段

階、初期段階、展開段階、それぞれの段階に応じた取り組み内容を示して

おります。 

　次に、「（４）拠点施設の配置」でございます。拠点施設の配置に当た

っては、市域を南部、中部、北部の３つのエリアに分け、施設数の多い南

部エリアと中部エリアについては拠点を複数配置し、複数配置をするエリ

アについては、市教育委員会等との窓口的な役割を担う基幹園を設置する

ことで、効率的・効果的な運用を図っていくこととしております。また、

令和１０年度に開設を目指している、久代幼稚園と川西南保育所を一体化

する認定こども園については、南部エリアには既に、加茂こども園と川西

こども園があるため、拠点施設として位置付けないこととしております。

各エリアの拠点施設でございますが、南部エリアは加茂こども園と川西こ

ども園、中部エリアは川西北こども園と（仮称）多田こども園、北部エリ
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 アは牧の台みどりこども園を拠点施設として位置付けることとしておりま

す。 

　次に、「５．拠点施設とならない認定こども園のあり方」についてです。

市全体の教育保育の質の向上を図っていくために、市立認定こども園が拠

点施設としての役割を果たしていく必要があります。また、今後も待機児

童の０の継続、入所保留児童の解消も目指すために、就学前教育保育施設

を拡充し、定員を増やすことが必要です。質の向上と定員の拡充を両立さ

せるためには多額の費用が必要であり、財源確保は、教育保育の質の向上

を議論する上で欠かすことのできない重要な観点であるとしています。質

と量の両立に向けては、私立、市立が互いに役割りを担いながら連携して

進める必要があります。今後、市立施設は、拠点施設を中心とした教育保

育の質の向上に向けた取り組みを進めることとし、一方、保育サービスの

拡充については、民間による整備、運営を基本的な方針とし、これまで取

り組みを進めてきたことから、拠点施設とならない認定こども園について

は、民間法人による整備、運営を進めていくこととしています。 

　次に、「６．市立幼稚園・市立保育所の一体化方針」におきましては、

久代幼稚園と川西南保育所、多田幼稚園と多田保育所を一体化した幼保連

携型認定こども園の具体化に向け、一体化方針を定めております。 

　７ページをご覧ください。「（１）整備場所等」でございますが、施設

については、いずれの園所も老朽化していることから、既存施設の活用は

行わず、新設することとしております。整備場所については、周辺交通な

どの安全性、教育保育環境、保護者の利便性、在園児への影響などを総合

的に勘案して検討することとしており、（仮称）川西久代南こども園につ

いては市営久代団地跡地に新設を検討、（仮称）多田こども園については

多田保育所の敷地に新設を検討することとしております。なお、（仮称）

多田こども園については、現施設の建て替えのため仮説園舎が必要となり

ますが、設置に当たっては、在園児への影響ができるだけ少なくなるよう

な場所を検討を進めてまいります。 

　次に、「（２）定員」でございますが、１号認定は現在の幼稚園入園児

童数より少なめに設定することとし、２号、３号認定については現行の保

育所の定員を基本として検討します。ただし、最終的な定員設定について

は、令和６年度、令和７年度の待機児童数などを勘案しながら決定するこ

ととしております。 

　続いて「（３）整備・運営主体」でございますが、（仮称）川西久代南

こども園については民間法人による整備・運営とし、（仮称）多田こども

園については市が整備・運営し、中部の拠点施設とすることとしておりま
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［閉会　午後２時５９分］ 

以上会議の事項を記録し、相違ないことを認めましたので、ここに署名いたします。 

 

　　　令和６年３月２１日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名委員　　　坂本　　かおり　　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　治部　　陽介　　　

 す。 

　最後に、「（４）開設時期」でございますが、（仮称）川西久代南こど

も園、（仮称）多田こども園ともに、令和１０年度からの開設を目指し、

事業を進めていくこととしております。 

　報告は以上です。

 

 石田教育長 　はい。説明は終わりました。これについては、何度か協議会またいで説

明を頂いてるところですが、何かご質問ございますか。よろしいですか。 

　治部委員。

 

 治部委員 　質問ではなくコメントです。僕、この幼児教育保育の支援拠点の在り方

がすごく好きなんです。ほんとに期待するところが大きくて、改めてこう

やって中身をご説明いただいても、ほんとに素晴らしいなと思うんです。

中に出てくるいろいろな文言とか、どの程度僕たちが、この支援拠点がう

まくいくように、機能するように支えられるのかなっていうのは、僕も考

えていきたいなと思います。期待してます。お願いします。

 

 石田教育長 　はい。ありがとうございます。市教育委員会の役割、それから拠点施設

がどういうような役割分担をして、どういうふうに具体的な体制をつくっ

ていくのかというのは、現場の意見も聞きながら今後進めていく形になる

と思います。ただ、両方が連携して、民間も含めて質の高い保育を提供し

ていくという、そういう基本的な考え方だと思います。よろしいでしょう

か。 

　以上で本日の議事は全て終了いたしました。次回の定例教育委員会は３

月２１日木曜日、午後２時から庁議室において開会の予定です。 

　これをもちまして、令和６年第４回川西市教育委員会（定例会）を閉会

いたします。 

　お疲れさまでした。ありがとうございました。


